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鹿児島市中心市街地活性化基本計画 新旧対照表（傍線赤文字部分は変更箇所） 

 

変  更  後 変  更  前 

１．～３．略 

 

４．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備その他の市街地

の整備改善のための事業に関する事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

（１）略 

（２）①略 

（２）②略 

（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
中心市街地の活性化を実現する

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

［事業名］ 

無電柱化推進計画事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

［事業名］ 

加治屋町１番街区市街地

再開発事業 

 

［内容］ 

第一種市街地再開発事業

の実施 

 

［位置］ 

加治屋町１番街区 

 

［実施時期］ 

R5年度～R12年度 

加治屋町１

番街区市街

地再開発準

備組合 

陸の玄関である鹿児島中央駅

と繁華街である天文館の２つの

にぎわい拠点の間に位置する加

治屋町１番街区において、商業

施設や住宅を備えた再開発ビル

の整備により、にぎわいとゆと

りある都市空間の創出や良好な

都市景観の形成を図る市街地再

開発事業を推進する事業であ

る。  

当事業により広域的な拠点形

成が図られ、歩いて楽しめるま

ちづくりの推進につながるとと

もに、にぎわいあふれるまちづ

くりに寄与することから、中心

市街地の活性化に必要な事業で

ある。 

［支援措置］ 

都市構造再編

集中支援事業

（鹿児島市中

心市街地地区） 

 

［実施時期］ 

R6年度～R12年

度 

 

［事業名］ 

まちなか建替え等促進事

業 

 

［内容］ 

民間建築物の個別建替え

などを促進するため、地区

の特性に応じた建築規制

緩和等についての検討 

 

［位置］ 

鹿児島市 地区の特性に応じた建築規制

の緩和等について検討し、民間

建築物の個別建替え等を促進す

る事業である。 

当事業によりガラス張りの路

面店が連続して並ぶまち並みの

形成が図られ、歩いて楽しめる

まちづくりの推進につながると

ともに、にぎわいあふれるまち

づくりに寄与することから、中

心市街地の活性化に必要な事業

［支援措置］ 

都市構造再編

集中支援事業

（鹿児島市中

心市街地地区） 

 

［実施時期］ 

R6年度 

 

１．～３．略 

 

４．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備その他の市街地 

の整備改善のための事業に関する事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

（１）略 

（２）①略 

（２）②略 

（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
中心市街地の活性化を実現する

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

［事業名］ 

無電柱化推進計画事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

［事業名］ 

加治屋町１番街区市街地

再開発事業 

 

［内容］ 

第一種市街地再開発事業

の実施 

 

［位置］ 

加治屋町１番街区 

 

［実施時期］ 

R5年度～R10年度 

加治屋町１

番街区市街

地再開発準

備組合 

陸の玄関である鹿児島中央駅

と繁華街である天文館の２つの

にぎわい拠点の間に位置する加

治屋町１番街区において、商業

施設や住宅を備えた再開発ビル

の整備により、にぎわいとゆと

りある都市空間の創出や良好な

都市景観の形成を図る市街地再

開発事業を推進する事業であ

る。  

当事業により広域的な拠点形

成が図られ、歩いて楽しめるま

ちづくりの推進につながるとと

もに、にぎわいあふれるまちづ

くりに寄与することから、中心

市街地の活性化に必要な事業で

ある。 

［支援措置］ 

都市構造再編

集中支援事業

（鹿児島市中

心市街地地区） 

 

［実施時期］ 

R5年度～R10年

度 

 

［事業名］ 

まちなか建替え等促進事

業 

 

［内容］ 

民間建築物の個別建替え

などを促進するため、地区

の特性に応じた建築規制

緩和等についての検討 

 

［位置］ 

鹿児島市 地区の特性に応じた建築規制

の緩和等について検討し、民間

建築物の個別建替え等を促進す

る事業である。 

当事業によりガラス張りの路

面店が連続して並ぶまち並みの

形成が図られ、歩いて楽しめる

まちづくりの推進につながると

ともに、にぎわいあふれるまち

づくりに寄与することから、中

心市街地の活性化に必要な事業

［支援措置］ 

都市構造再編

集中支援事業

（鹿児島市中

心市街地地区） 

 

［実施時期］ 

R5年度 
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鹿児島中央駅～天文館～

本港区のエリア、名山町 

 

［実施時期］ 

R5年度～ 

である。 

［事業名］ 

市道バリアフリー推進事

業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

［事業名］ 

甲突川千本桜再生プロジ

ェクト事業 

 

［内容］ 

歴史ある甲突川の千本桜

を市民や民間事業者の協

力を得ながら再生し、にぎ

わいと潤いが共存する新

たな桜の名所として整備 

 

［位置］ 

鹿児島中央駅～いづろ・天

文館地区 

 

［実施時期］ 

R5年度～R13年度 

鹿児島市、

民間事業者

等 

中心市街地内の甲突川左岸・

右岸緑地において、かつては千

本以上あった桜並木を市民や民

間事業者の協力も得ながら再生

し、にぎわいと潤いが共存する

新たな桜の名所として整備する

事業である。 

新たな桜の名所として整備す

ることによって、市民はもとよ

り、市外からも多くの来訪者が

見込まれ、にぎわいあふれるま

ちづくりや魅力ある観光地づく

りに寄与することから、中心市

街地の活性化に必要な事業であ

る。 

［支援措置］ 

社会資本整備

総合交付金（鹿

児島市中心市

街地地区まち

なかウォーカ

ブル推進事業） 

 

［実施時期］ 

R6 年度～R9 年

度 

 

［事業名］ 

市街地再開発促進事業 

 

［内容］ 

いづろ交差点周辺地区に

おける市街地総合再生基

本計画の作成 

 

［位置］ 

いづろ・天文館地区 

 

［実施時期］ 

R6年度～ 

鹿児島市 いづろ交差点周辺地区におい

て、地区整備の方針などを定め

る市街地総合再生基本計画を作

成する事業である。 

本地区は本港区と天文館をつ

なぐ重要なエリアであり、地区

整備の方針などを定めることで

今後の再開発事業が促進され、

にぎわいあふれるまちづくりに

寄与することから、中心市街地

の活性化に必要な事業である。 

［支援措置］ 

社会資本整備

総合交付金（市

街地再開発事

業等） 

 

［実施時期］ 

R6年度 

 

［事業名］ 

マイアミ通り歩いて楽し

める空間づくり事業 

 

［内容］ 

マイアミ通りに出店や休

憩スペースなどを確保す

鹿児島市 いづろ・天文館地区と本港区

をつなぐマイアミ通りにおい

て、歩いて楽しい都市空間を創

出するため、令和 5 年度に実施

した出店や休憩スペースなどを

設置する社会実験の結果を踏ま

え、地元住民と協議しながら、

［支援措置］ 

社会資本整備

総合交付金（鹿

児島市中心市

街地地区まち

なかウォーカ

ブル推進事業） 

 

鹿児島中央駅～天文館～

本港区のエリア、名山町 

 

［実施時期］ 

R5年度～ 

である。 

［事業名］ 

市道バリアフリー推進事

業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

 

 

(4)から移設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

新規追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

新規追加 
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るための歩道空間整備 

 

［位置］ 

中心市街地 

 

［実施時期］ 

R6年度～ 

歩道空間の整備を行う事業であ

る。 

まち歩きを楽しめる空間を創

出することにより、回遊性の向

上などが図られ、歩いて楽しめ

るまちづくりの推進につながる

とともに、にぎわいあふれるま

ちづくりに寄与することから、

中心市街地の活性化に必要な事

業である。 

 

［実施時期］ 

R7 年度～R8 年

度 

（４）国の支援措置のないその他の事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
中心市街地の活性化を実現する

ための位置付け及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他 

の事項 

［事業名］ 

鹿児島港本港区エリアま

ちづくり事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

 

 

(3)へ移設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

［事業名］ 

スポーツ・コンベンション

センター整備運営事業 

 

［内容］ 

スポーツ・コンベンション

センターの整備 

 

［位置］ 

鹿児島港本港区エリア 

 

鹿児島県 

 

スポーツ・コンベンションセ

ンター基本構想に基づき、ドル

フィンポート跡地等において、

同センターの整備を進める事業

である。 

同センターが、スポーツ振興

の拠点機能に加え、多目的利用

による交流拠点機能を備えた施

設として、また、県民や観光客

が気軽に立ち寄れる開かれた施

設として、さらに、中心市街地

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）国の支援措置のないその他の事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
中心市街地の活性化を実現する

ための位置付け及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他 

の事項 

［事業名］ 

鹿児島港本港区エリアま

ちづくり事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

［事業名］ 

甲突川千本桜再生プロジ

ェクト事業 

 

［内容］ 

歴史ある甲突川の千本桜

を市民や民間事業者の協

力を得ながら再生し、にぎ

わいと潤いが共存する新

たな桜の名所として整備 

 

［位置］ 

鹿児島中央駅～いづろ・天

文館地区 

 

［実施時期］ 

R5年度～R13年度 

鹿児島市、

民間事業者

等 

中心市街地内の甲突川左岸・

右岸緑地において、かつては千

本以上あった桜並木を市民や民

間事業者の協力も得ながら再生

し、にぎわいと潤いが共存する

新たな桜の名所として整備する

事業である。 

新たな桜の名所として整備す

ることによって、市民はもとよ

り、市外からも多くの来訪者が

見込まれ、にぎわいあふれるま

ちづくりや魅力ある観光地づく

りに寄与することから、中心市

街地の活性化に必要な事業であ

る。 

  

［事業名］ 

スポーツ・コンベンション

センター整備運営事業 

 

［内容］ 

スポーツ・コンベンション

センターの整備 

 

［位置］ 

鹿児島港本港区エリア 

 

鹿児島県 

 

スポーツ・コンベンションセ

ンターについて、ドルフィンポ

ート跡地などを整備予定地とし

た基本構想に基づき、同地での

整備を進める事業である。 

同センターが、スポーツ振興

の拠点機能に加え、多目的利用

による交流拠点機能を備えた施

設として、また、県民や観光客

が気軽に立ち寄れる開かれた施

設として、さらに、中心市街地
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［実施時期］ 

R5年度～ 

との回遊性を高めることによ

り、大きな経済波及効果をもた

らす施設として、永年にわたり

県民の皆様に親しまれ、誇りと

なる施設となるよう、着実に整

備に向けた取組を進めることと

しており、にぎわいあふれるま

ちづくりや魅力ある観光地づく

りに寄与することから、中心市

街地の活性化に必要な事業であ

る。 

［事業名］ 

県工業試験場跡地利活用

検討事業 

 

［内容］ 

県工業試験場跡地の利活

用の検討 

 

［位置］ 

鹿児島中央駅地区 

 

［実施時期］ 

R6年度～ 

鹿児島県 鹿児島中央駅西口の県工業試

験場跡地の具体的な利活用の方

向性について、関係機関・団体

等により構成する検討委員会を

設置し、周辺の土地所有者４者

からなる連絡会で合意した「ま

ちづくりの基本的な考え方」を

尊重しつつ、経済団体や交通事

業者、県民等の意見も踏まえ、

検討を行う事業である。 

同跡地の利活用を進めること

により、陸の玄関口にふさわし

い都市機能の充実・向上や魅力

あふれる都市空間が創出され、

にぎわいあふれるまちづくりに

寄与することから、中心市街地

の活性化に必要な事業である。 

  

 

５．都市福利施設を整備する事業に関する事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

（１）略 

（２）①略 

（２）②略 

（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
中心市街地の活性化を実現する

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

［事業名］ 

市立病院再整備推進事業 

 

［内容］ 

市立病院の再整備 

（増築・本棟改修） 

 

［位置］ 

鹿児島市 地域医療を担う県下の中核的

医療機関として将来に渡り高

度・専門医療を提供するため増

築棟の新設と本棟の改修工事を

行う事業である。 

病院再整備により地域医療支

援病院としての機能強化が図ら

れ、都市福利施設の整備が充実

［支援措置］ 

都市構造再編

集中支援事業

（鹿児島市中

心市街地地区） 

 

［実施時期］ 

R6 年度～R9 年

 

［実施時期］ 

R5年度～ 

との回遊性を高めることによ

り、大きな経済波及効果をもた

らす施設として、永年にわたり

県民の皆様に親しまれ、誇りと

なる施設となるよう、着実に整

備に向けた取組を進めることと

しており、にぎわいあふれるま

ちづくりや魅力ある観光地づく

りに寄与することから、中心市

街地の活性化に必要な事業であ

る。 

 

 

新規追加 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．都市福利施設を整備する事業に関する事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

（１）略 

（２）①略 

（２）②略 

（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
中心市街地の活性化を実現する

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

 

 

(4)から移設 
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鹿児島中央駅地区 

 

［実施時期］ 

R6年度～ 

するとともに、にぎわいあふれ

るまちづくりに寄与することか

ら、中心市街地の活性化に必要

な事業である。 

度 

（４）国の支援措置のないその他の事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
中心市街地の活性化を実現する

ための位置付け及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他 

の事項 

［事業名］ 

東千石町 12・13 番街区整

備事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

 

 

(3)へ移設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

６．公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のための事業及び当該事業と一

体として行う居住環境の向上のための事業等に関する事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

（１）略 

（２）①略 

（２）②略 

（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
中心市街地の活性化を実現する

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

［事業名］ 

コミュニティビジョン推

進事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

［事業名］ 

加治屋町１番街区市街地

再開発事業【再掲】 

 

［内容］ 

第一種市街地再開発事業

の実施 

加治屋町１

番街区市街

地再開発準

備組合 

陸の玄関である鹿児島中央駅

と繁華街である天文館の２つの

にぎわい拠点の間に位置する加

治屋町１番街区において、商業

施設や住宅を備えた再開発ビル

の整備により、にぎわいとゆと

りある都市空間の創出や良好な

［支援措置］ 

都市構造再編

集中支援事業

（鹿児島市中

心市街地地区） 

 

［実施時期］ 

 

 

 

 

 

（４）国の支援措置のないその他の事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
中心市街地の活性化を実現する

ための位置付け及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他 

の事項 

［事業名］ 

東千石町 12・13 番街区整

備事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

［事業名］ 

市立病院再整備事業 

 

［内容］ 

市立病院の再整備 

（増築・本棟改修） 

 

［位置］ 

鹿児島中央駅地区 

 

［実施時期］ 

R6年度～ 

鹿児島市 地域医療を担う県下の中核的

医療機関として将来に渡り高

度・専門医療を提供するため増

築棟の新設と本棟の改修工事を

行う事業である。 

病院再整備により地域医療支

援病院としての機能強化が図ら

れ、都市福利施設の整備が充実

するとともに、にぎわいあふれ

るまちづくりに寄与することか

ら、中心市街地の活性化に必要

な事業である。 

  

 

６．公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のための事業及び当該事業と一体と

して行う居住環境の向上のための事業等に関する事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

（１）略 

（２）①略 

（２）②略 

（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
中心市街地の活性化を実現する

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

［事業名］ 

コミュニティビジョン推

進事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

［事業名］ 

加治屋町１番街区市街地

再開発事業【再掲】 

 

［内容］ 

第一種市街地再開発事業

の実施 

加治屋町１

番街区市街

地再開発準

備組合 

陸の玄関である鹿児島中央駅

と繁華街である天文館の２つの

にぎわい拠点の間に位置する加

治屋町１番街区において、商業

施設や住宅を備えた再開発ビル

の整備により、にぎわいとゆと

りある都市空間の創出や良好な

［支援措置］ 

都市構造再編

集中支援事業

（鹿児島市中

心市街地地区） 

 

［実施時期］ 
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［位置］ 

加治屋町１番街区 

 

［実施時期］ 

R5年度～R12年度 

都市景観の形成を図る市街地再

開発事業を推進する事業であ

る。  

当事業により広域的な拠点形

成が図られ、歩いて楽しめるま

ちづくりの推進につながるとと

もに、にぎわいあふれるまちづ

くりに寄与することから、中心

市街地の活性化に必要な事業で

ある。 

R6年度～R12年

度 

（４）国の支援措置のないその他の事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
中心市街地の活性化を実現する

ための位置付け及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他 

の事項 

（略） （略） （略） （略） （略） 

［事業名］ 

街頭防犯カメラ設置費補

助事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

［事業名］ 

町内会活動活性化事業 

 

［内容］ 

地域コミュニティ活動の

支援 

 

［位置］ 

中心市街地 

 

［実施時期］ 

H18年度～ 

中心市街地

内の町内会 

町内会等による住民同士の親

睦交流や地域社会づくりの活動

を支援する事業である。 

町内会などの住民自身による

自主的なコミュニティ活動や地

域の連帯強化の取組により、街

なか居住の推進や豊かな地域社

会の形成が図られ、にぎわいあ

ふれるまちづくりに寄与するこ

とから、中心市街地の活性化に

必要な事業である。 

  

 

７．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業、民間中心市街地商業活性化事業、中心市街地特例通訳案

内士育成等事業その他の経済活力の向上のための事業及び措置に関する事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

（１）略 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
中心市街地の活性化を実現する

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

（略） （略） （略） （略） （略） 

［事業名］ 

おぎおんさぁ宵祭開催支

援事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

 

［位置］ 

加治屋町１番街区 

 

［実施時期］ 

R5年度～R10年度 

都市景観の形成を図る市街地再

開発事業を推進する事業であ

る。  

当事業により広域的な拠点形

成が図られ、歩いて楽しめるま

ちづくりの推進につながるとと

もに、にぎわいあふれるまちづ

くりに寄与することから、中心

市街地の活性化に必要な事業で

ある。 

R5年度～R10年

度 

（４）国の支援措置のないその他の事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
中心市街地の活性化を実現する

ための位置付け及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他 

の事項 

（略） （略） （略） （略） （略） 

［事業名］ 

街頭防犯カメラ設置費補

助事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

［事業名］ 

みんなの町内会応援事業 

 

［内容］ 

地域コミュニティ活動の

支援 

 

［位置］ 

中心市街地 

 

［実施時期］ 

H18年度～ 

中心市街地

内の町内会 

町内会等による住民同士の親

睦交流や地域社会づくりの活動

を支援する事業である。 

町内会などの住民自身による

自主的なコミュニティ活動や地

域の連帯強化の取組により、街

なか居住の推進や豊かな地域社

会の形成が図られ、にぎわいあ

ふれるまちづくりに寄与するこ

とから、中心市街地の活性化に

必要な事業である。 

  

 

７．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業、民間中心市街地商業活性化事業、中心市街地特例通訳案内士

育成等事業その他の経済活力の向上のための事業及び措置に関する事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

（１）略 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
中心市街地の活性化を実現する

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

（略） （略） （略） （略） （略） 

［事業名］ 

おぎおんさぁ宵祭開催支

援事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 
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削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

（略） （略） （略） （略） （略） 

（２）②略 

（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
中心市街地の活性化を実現する

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

（略） （略） （略） （略） （略） 

［事業名］ 

観光情報多言語化モバイ

ル活用事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

［事業名］ 

ＤＭＯ推進事業 

 

［内容］ 

鹿児島観光コンベンショ

ン協会の体制強化支援及

び官民連携による「稼ぐ観

光」の取組推進 

 

［位置］ 

中心市街地 

 

［実施時期］ 

H31年度～ 

鹿児島観光

コンベンシ

ョン協会、

鹿児島市、

民間事業者 

 

地域ＤＭＯとして経営企画機

能等に係る体制強化に取り組む

鹿児島観光コンベンション協会

に対して助成する事業である。 

交流人口の拡大や観光消費額

の増加が図られ、魅力ある観光

地づくりに寄与することから、

中心市街地の活性化に必要な事

業である。 

［支援措置］ 

①地方創生推

進交付金 

 

②新型コロナ

ウイルス感染

症対応地方創

生臨時交付金 

 

［実施時期］ 

①H31年度～R4

年度 

 

②R3 年度～R5

年度 

 

［事業名］ 

中心市街地にぎわい創出

支援事業 

 

［内容］ 

中心市街地のにぎわい創

商店街・通

り会等 

 中心市街地の面的な活性化を

図るため、商店街等が実施する

マルシェ・マーケット・フェス

等の集客型イベントや街歩き・

レシート抽選会・スタンプラリ

ー等の回遊性促進型イベントな

［支援措置］ 

新型コロナウ

イルス感染症

対応地方創生

臨時交付金 

 

 

［事業名］ 

中心市街地にぎわい創出

支援事業 

 

［内容］ 

中心市街地のにぎわい創

出につながる取組に対す

る助成 

 

［位置］ 

中心市街地 

 

［実施時期］ 

R4 年度～ 

商店街・通

り会等 

中心市街地の面的な活性化を

図るため、商店街等が実施する

マルシェ・マーケット・フェス

等の集客型イベントや街歩き・

レシート抽選会・スタンプラリ

ー等の回遊性促進型イベントな

ど、にぎわいの創出につながる

イベント等に対し助成を行う事

業である。 

活気あふれる商店街づくりの

推進により、集客力の向上が図

られ、にぎわいあふれるまちづ

くりに寄与することから、中心

市街地の活性化に必要な事業で

ある。 

［支援措置］ 

中心市街地活

性化ソフト事

業 

 

［実施時期］ 

R5 年 4 月～R6 

年 3 月 

区域内 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（２）②略 

（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
中心市街地の活性化を実現する

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

（略） （略） （略） （略） （略） 

［事業名］ 

観光情報多言語化モバイ

ル活用事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

［事業名］ 

ＤＭＯ推進事業 

 

［内容］ 

鹿児島観光コンベンショ

ン協会の体制強化支援及

び官民連携による「稼ぐ観

光」の取組推進 

 

［位置］ 

中心市街地 

 

［実施時期］ 

H31年度～ 

鹿児島観光

コンベンシ

ョン協会、

鹿児島市、

民間事業者 

 

地域ＤＭＯとして経営企画機

能等に係る体制強化に取り組む

鹿児島観光コンベンション協会

に対して助成する事業である。 

交流人口の拡大や観光消費額

の増加が図られ、魅力ある観光

地づくりに寄与することから、

中心市街地の活性化に必要な事

業である。 

［支援措置］ 

①地方創生推

進交付金 

 

②新型コロナ

ウイルス感染

症対応地方創

生臨時交付金 

 

［実施時期］ 

①H31年度～R4

年度 

 

②R3 年度～R4

年度 

 

［事業名］ 

中心市街地にぎわい創出

支援事業【再掲】 

 

［内容］ 

中心市街地のにぎわい創

商店街・通

り会等 

 中心市街地の面的な活性化を

図るため、商店街等が実施する

マルシェ・マーケット・フェス

等の集客型イベントや街歩き・

レシート抽選会・スタンプラリ

ー等の回遊性促進型イベントな

［支援措置］ 

新型コロナウ

イルス感染症

対応地方創生

臨時交付金 
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出につながる取組に対す

る助成 

 

［位置］ 

中心市街地 

 

［実施時期］ 

R4年度～ 

ど、にぎわいの創出につながる

イベント等に対し助成を行う事

業である。 

 活気あふれる商店街づくりの

推進により、集客力の向上が図

られ、にぎわいあふれるまちづ

くりに寄与することから、中心

市街地の活性化に必要な事業で

ある。 

［実施時期］ 

R4年度～R5年

度 

［事業名］ 

大学連携による繁盛店づ

くりコンサルティング事

業 

 

［内容］ 

マーケティングを学ぶ学

生による個店へのコンサ

ルティングの実施 

 

［位置］ 

中心市街地 

 

［実施時期］ 

R4年度～ 

鹿児島市 マーケティングを学ぶ学生と

店主の協働による小売・卸売・

飲食サービス業の個店の魅力向

上に取り組むことで、繁盛店づ

くりと、若者の育成・地元定着

を図る事業である。 

若者の視点を取り入れた魅力

的な個店が増えることにより、

集客力の向上が図られ、にぎわ

いあふれるまちづくりに寄与す

ることから、中心市街地の活性

化に必要な事業である。 

［支援措置］ 

新型コロナウ

イルス感染症

対応地方創生

臨時交付金 

 

［実施時期］ 

R4 年度～R5 年

度 

 

［事業名］ 

鹿児島ぶらりまち歩き推

進事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

［事業名］ 

民間建築物耐震化促進事

業 

 

［内容］ 

耐震診断が義務付けられ

ている不特定多数が利用

する民間の大規模建築物

を所有する事業者が実施

する耐震化の取組に対す

る支援 

 

［位置］ 

中心市街地 

 

［実施時期］ 

H27年度～ 

中心市街地

の事業者 

耐震診断が義務付けられてい

る不特定多数が利用する民間の

大規模建築物を所有する事業者

が実施する耐震化の取組に対し

て助成する事業である。 

街なかの大規模建築物の耐震

化により、安全で安心な街づく

りや集客力の向上が図られ、に

ぎわいあふれるまちづくりに寄

与することから、中心市街地の

活性化に必要な事業である。 

［支援措置］ 

①防災・安全交

付金（住宅・建

築物安全スト

ック形成事業） 

 

②耐震対策緊

急促進事業補

助金 

 

③地域防災拠

点建築物整備

緊急促進事業

補助金 

 

［実施時期］ 

①H27 年度～R2

年度 

 

出につながる取組に対す

る助成 

 

［位置］ 

中心市街地 

 

［実施時期］ 

R4年度～ 

ど、にぎわいの創出につながる

イベント等に対し助成を行う事

業である。 

活気あふれる商店街づくりの

推進により、集客力の向上が図

られ、にぎわいあふれるまちづ

くりに寄与することから、中心

市街地の活性化に必要な事業で

ある。 

［実施時期］ 

R4年度 

［事業名］ 

大学連携による繁盛店づ

くりコンサルティング事

業 

 

［内容］ 

マーケティングを学ぶ学

生による個店へのコンサ

ルティングの実施 

 

［位置］ 

中心市街地 

 

［実施時期］ 

R4年度～ 

鹿児島市 マーケティングを学ぶ学生と

店主の協働による小売・卸売・

飲食サービス業の個店の魅力向

上に取り組むことで、繁盛店づ

くりと、若者の育成・地元定着

を図る事業である。 

若者の視点を取り入れた魅力

的な個店が増えることにより、

集客力の向上が図られ、にぎわ

いあふれるまちづくりに寄与す

ることから、中心市街地の活性

化に必要な事業である。 

［支援措置］ 

新型コロナウ

イルス感染症

対応地方創生

臨時交付金 

 

［実施時期］ 

R4年度  

［事業名］ 

鹿児島ぶらりまち歩き推

進事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

［事業名］ 

民間建築物耐震化促進事

業 

 

［内容］ 

耐震診断が義務付けられ

ている不特定多数が利用

する民間の大規模建築物

を所有する事業者が実施

する耐震化の取組に対す

る支援 

 

［位置］ 

中心市街地 

 

［実施時期］ 

H27年度～ 

中心市街地

の事業者 

耐震診断が義務付けられてい

る不特定多数が利用する民間の

大規模建築物を所有する事業者

が実施する耐震化の取組に対し

て助成する事業である。 

街なかの大規模建築物の耐震

化により、安全で安心な街づく

りや集客力の向上が図られ、に

ぎわいあふれるまちづくりに寄

与することから、中心市街地の

活性化に必要な事業である。 

［支援措置］ 

①防災・安全交

付金（住宅・建

築物安全スト

ック形成事業） 

 

②耐震対策緊

急促進事業補

助金 

 

③地域防災拠

点建築物整備

緊急促進事業

補助金 

 

［実施時期］ 

①H27 年度～R2

年度 
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②H27 年度～R2

年度 

 

③R3 年度～R8

年度 

［事業名］ 

観光ＣＲＭアプリ推進事

業 

 

［内容］ 

観光ＣＲＭアプリを活用

した地域マーケティング

の実施 

 

［位置］ 

中心市街地 

 

［実施時期］ 

R4年度～ 

鹿児島観光

コンベンシ

ョン協会 

観光ＣＲＭアプリを活用した

地域マーケティングに取り組む

鹿児島観光コンベンション協会

に対して助成する事業である。 

本アプリを活用した地域マー

ケティングにより、宿泊観光客

の増加が図られ、魅力ある観光

地づくりに寄与することから、

中心市街地の活性化に必要な事

業である。 

［支援措置］ 

①新型コロナ

ウイルス感染

症対応地方創

生臨時交付金 

 

②訪日外国人

旅行者受入環

境整備緊急対

策事業費補助

金 

 

［実施時期］ 

①R4 年度～R5

年度 

 

②R4年度 

 

［事業名］ 

インバウンド観光推進支

援事業 

 

［内容］ 

インバウンド誘客につな

がる魅力づくりなどの支

援 

 

［位置］ 

中心市街地 

 

［実施時期］ 

R4年度～ 

鹿児島市 インバウンド誘客につながる

魅力づくりや受入体制の充実に

向けた取組などを支援する事業

である。 

取組の支援により、外国人観

光客の増加が図られ、にぎわい

あふれるまちづくりや魅力ある

観光地づくりに寄与することか

ら、中心市街地の活性化に必要

な事業である。 

［支援措置］ 

新型コロナウ

イルス感染症

対応地方創生

臨時交付金 

 

［実施時期］ 

R4 年度～R5 年

度 

 

［事業名］ 

ユニバーサルツーリズム

推進事業 

 

［内容］ 

ユニバーサルツーリズム

の推進 

 

［位置］ 

鹿児島市 ユニバーサルツーリズムの推

進に向け、受入体制の整備に対

する助成などに取り組む事業で

ある。 

ユニバーサルツーリズムに係

る競争力の強化により、宿泊観

光客の増加が図られ、にぎわい

あふれるまちづくりや魅力ある

観光地づくりに寄与することか

［支援措置］ 

新型コロナウ

イルス感染症

対応地方創生

臨時交付金 

 

［実施時期］ 

R4 年度～R5 年

度 

 

 

②H27 年度～R2

年度 

 

③R3 年度～R5

年度 

［事業名］ 

観光ＣＲＭアプリ推進事

業 

 

［内容］ 

観光ＣＲＭアプリを活用

した地域マーケティング

の実施 

 

［位置］ 

中心市街地 

 

［実施時期］ 

R4年度～ 

鹿児島観光

コンベンシ

ョン協会 

観光ＣＲＭアプリを活用した

地域マーケティングに取り組む

鹿児島観光コンベンション協会

に対して助成する事業である。 

本アプリを活用した地域マー

ケティングにより、宿泊観光客

の増加が図られ、魅力ある観光

地づくりに寄与することから、

中心市街地の活性化に必要な事

業である。 

［支援措置］ 

①新型コロナ

ウイルス感染

症対応地方創

生臨時交付金 

 

②訪日外国人

旅行者受入環

境整備緊急対

策事業費補助

金 

 

［実施時期］ 

①R4年度 

 

②R4年度 

 

 

［事業名］ 

アフターコロナ・リカバリ

ーサポート事業 

 

［内容］ 

インバウンド誘客につな

がる魅力づくりなどの支

援 

 

［位置］ 

中心市街地 

 

［実施時期］ 

R4年度～ 

鹿児島市 インバウンド誘客につながる

魅力づくりや受入体制の充実に

向けた取組などを支援する事業

である。 

アフターコロナを見据えた取

組の支援により、宿泊観光客の

増加が図られ、にぎわいあふれ

るまちづくりや魅力ある観光地

づくりに寄与することから、中

心市街地の活性化に必要な事業

である。 

［支援措置］ 

新型コロナウ

イルス感染症

対応地方創生

臨時交付金 

 

［実施時期］ 

R4年度 

 

［事業名］ 

ユニバーサルツーリズム

推進事業 

 

［内容］ 

ユニバーサルツーリズム

の推進 

 

［位置］ 

鹿児島市 ユニバーサルツーリズムの推

進に向け、受入体制の整備に対

する助成などに取り組む事業で

ある。 

ユニバーサルツーリズムに係

る競争力の強化により、宿泊観

光客の増加が図られ、にぎわい

あふれるまちづくりや魅力ある

観光地づくりに寄与することか

［支援措置］ 

新型コロナウ

イルス感染症

対応地方創生

臨時交付金 

 

［実施時期］ 

R4年度 
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中心市街地 

 

［実施時期］ 

R4年度～ 

ら、中心市街地の活性化に必要

な事業である。 

［事業名］ 

インバウンド向けフード

ダイバーシティ（食の多様

性）推進事業 

 

［内容］ 

ムスリムやベジタリアン

など食の多様性の対応支

援 

 

［位置］ 

中心市街地 

 

［実施時期］ 

R4年度～ 

鹿児島市 ムスリムやベジタリアンなど

食の多様性に対応するため、セ

ミナーの開催や新メニューの開

発支援等を行う事業である。 

食の多様性に関する受け入れ

態勢の充実により、宿泊観光客

の増加が図られ、魅力ある観光

地づくりに寄与することから、

中心市街地の活性化に必要な事

業である。 

［支援措置］ 

新型コロナウ

イルス感染症

対応地方創生

臨時交付金 

 

［実施時期］ 

R4 年度～R5 年

度 

 

［事業名］ 

加治屋町１番街区市街地

再開発事業【再掲】 

 

［内容］ 

第一種市街地再開発事業

の実施 

 

［位置］ 

加治屋町１番街区 

 

［実施時期］ 

R5年度～R12年度 

加治屋町１

番街区市街

地再開発準

備組合 

陸の玄関である鹿児島中央駅

と繁華街である天文館の２つの

にぎわい拠点の間に位置する加

治屋町１番街区において、商業

施設や住宅を備えた再開発ビル

の整備により、にぎわいとゆと

りある都市空間の創出や良好な

都市景観の形成を図る市街地再

開発事業を推進する事業であ

る。  

当事業により広域的な拠点形

成が図られ、歩いて楽しめるま

ちづくりの推進につながるとと

もに、にぎわいあふれるまちづ

くりに寄与することから、中心

市街地の活性化に必要な事業で

ある。 

［支援措置］ 

都市構造再編

集中支援事業

（鹿児島市中

心市街地地区） 

 

［実施時期］ 

R6年度～R12年

度 

 

［事業名］ 

都市型産業振興事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

［事業名］ 

まちなか夜間景観形成事

業【再掲】 

 

［内容］ 

新たな夜間景観資源を市

民と協働で発掘し、ライト

鹿児島市 「歴史景観」や「市街地景観」

などの身近な景観の中から、新

たな夜間景観資源を市民と協働

で発掘し、実証実験を行い、ラ

イトアップや街路灯等による夜

間景観の形成を図る事業であ

る。 

［支援措置］ 

社会資本整備

総合交付金（鹿

児島市中心市

街地地区まち

なかウォーカ

ブル推進事業） 

 

中心市街地 

 

［実施時期］ 

R4年度～ 

ら、中心市街地の活性化に必要

な事業である。 

［事業名］ 

インバウンド向けフード

ダイバーシティ（食の多様

性）推進事業 

 

［内容］ 

ムスリムやベジタリアン

など食の多様性の対応支

援 

 

［位置］ 

中心市街地 

 

［実施時期］ 

R4年度～ 

鹿児島市 ムスリムやベジタリアンなど

食の多様性に対応するため、セ

ミナーの開催や新メニューの開

発支援等を行う事業である。 

食の多様性に関する受け入れ

態勢の充実により、宿泊観光客

の増加が図られ、魅力ある観光

地づくりに寄与することから、

中心市街地の活性化に必要な事

業である。 

［支援措置］ 

新型コロナウ

イルス感染症

対応地方創生

臨時交付金 

 

［実施時期］ 

R4年度 

 

［事業名］ 

加治屋町１番街区市街地

再開発事業【再掲】 

 

［内容］ 

第一種市街地再開発事業

の実施 

 

［位置］ 

加治屋町１番街区 

 

［実施時期］ 

R5年度～R10年度 

加治屋町１

番街区市街

地再開発準

備組合 

陸の玄関である鹿児島中央駅

と繁華街である天文館の２つの

にぎわい拠点の間に位置する加

治屋町１番街区において、商業

施設や住宅を備えた再開発ビル

の整備により、にぎわいとゆと

りある都市空間の創出や良好な

都市景観の形成を図る市街地再

開発事業を推進する事業であ

る。  

当事業により広域的な拠点形

成が図られ、歩いて楽しめるま

ちづくりの推進につながるとと

もに、にぎわいあふれるまちづ

くりに寄与することから、中心

市街地の活性化に必要な事業で

ある。 

［支援措置］ 

都市構造再編

集中支援事業

（鹿児島市中

心市街地地区） 

 

［実施時期］ 

R5年度～R10年

度 

 

［事業名］ 

都市型産業振興事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

 

 

新規追加 
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アップや街路灯等による

夜間景観の形成を図る。 

 

［位置］ 

中心市街地 

 

［実施時期］ 

R5年度～ 

新たな夜間景観の形成を図る

ことにより、市民はもとより、

市外からも多くの来訪者が見込

まれ、にぎわいあふれるまちづ

くりや魅力ある観光地づくりに

寄与することから、中心市街地

の活性化に必要な事業である。 

 

［実施時期］ 

R6年度 

［事業名］ 

ポケットパーク設置社会

実験事業 

 

［内容］ 

加治屋町と高見馬場の交

差点歩道にポケットパー

クを設置する社会実験の

実施 

 

［位置］ 

中心市街地 

 

［実施時期］ 

R6年度 

鹿児島市 加治屋町と高見馬場の交差点

歩道において、出店やイベン

ト・休憩スペース、ミストシャ

ワー等を備えたポケットパーク

を設置する社会実験を行う事業

である。 

まち歩きを楽しめる空間を創

出することにより、回遊性の向

上などが図られ、歩いて楽しめ

るまちづくりの推進につながる

とともに、にぎわいあふれるま

ちづくりに寄与することから、

中心市街地の活性化に必要な事

業である。 

［支援措置］ 

社会資本整備

総合交付金（鹿

児島市中心市

街地地区まち

なかウォーカ

ブル推進事業） 

 

［実施時期］ 

R6年度 

 

（４）国の支援措置のないその他の事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
中心市街地の活性化を実現する

ための位置付け及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他 

の事項 

（略） （略） （略） （略） （略） 

［事業名］ 

新規創業者等育成支援事

業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

 

 

削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

（４）国の支援措置のないその他の事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
中心市街地の活性化を実現する

ための位置付け及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他 

の事項 

（略） （略） （略） （略） （略） 

［事業名］ 

新規創業者等育成支援事

業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

［事業名］ 

女性・学生・シニア起業チ

ャレンジ支援事業 

 

［内容］ 

ソーホーかごしまを拠点

とした新規創業者等への

育成支援 

 

［位置］ 

中心市街地 

 

［実施時期］ 

H29年度～ 

鹿児島市 

 

多様な主体による活発な起業

を促進するため、起業等に関心

や意欲を持つ女性、学生、シニ

アに対する起業セミナー等の開

催や相談支援を実施する事業で

ある。 

起業意欲のある人材の育成を

通じて、街なかにおける新規創

業の促進が図られ、にぎわいあ

ふれるまちづくりに寄与するこ

とから、中心市街地の活性化に

必要な事業である。 
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（略） （略） （略） （略） （略） 

［事業名］ 

鹿児島ジャズフェスティ

バル開催事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

［事業名］ 

客引き行為等対策事業 

 

［内容］ 

客引き行為等の禁止に関

する条例に基づく対策指

導員による巡回や指導等

の実施 

 

［位置］ 

いづろ・天文館地区 

 

［実施時期］ 

R5年度～ 

鹿児島市 客引き行為等の禁止に関する

条例に基づき、天文館地区の禁

止区域内の公共の場所における

客引き行為等を防止するため、

巡回や指導等を行う事業であ

る。 

 公共の場所を快適に通行し、

又は利用することができる環境

の形成を図り、安心で安全な地

域社会を実現することで、来街

者の増加が図られ、にぎわいあ

ふれるまちづくりや魅力ある観

光地づくりに寄与することか

ら、中心市街地の活性化に必要

な事業である。 

  

［事業名］ 

西郷隆盛生誕２００年・没

後１５０年記念プロジェ

クト推進事業 

 

［内容］ 

西郷隆盛生誕２００年・没

後１５０年記念を契機に

誘客等につながる施策の

実施 

 

［位置］ 

中心市街地 

 

［実施時期］ 

R6年度～ 

鹿児島市、

プロジェク

ト実行委員

会 

令和 9 年度の西郷隆盛生誕

200 年・没後 150 年を契機に、

官民一体となって誘客等につな

がる施策を実施する事業であ

る。 

 事業の推進により、交流人口

や観光消費額等の拡大が図ら

れ、にぎわいあふれるまちづく

りや魅力ある観光地づくりに寄

与することから、中心市街地の

活性化に必要な事業である。 

  

［事業名］ 

維新ふるさと館リニュー

アル事業 

 

［内容］ 

維新ふるさと館の魅力向

上を図る展示物等のリニ

ューアル実施 

 

［位置］ 

鹿児島市 クルーズ船のツアーなど外国

人観光客の増加が見込まれるこ

とから、維新ふるさと館におい

て、展示物をストーリー性を持

った配置に見直すなど、施設の

魅力向上を図るため、全体的な

リニューアルを実施する事業で

ある。 

 外国人観光客への対応に合わ

せ、子どもや若者にも分かりや

  

（略） （略） （略） （略） （略） 

［事業名］ 

鹿児島ジャズフェスティ

バル開催事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

 

 

新規追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

新規追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

新規追加 
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鹿児島中央駅地区 

 

［実施時期］ 

R6年度～ 

すい展示とすることで、さらな

る修学旅行生等を含む入館者の

増加が図られ、魅力ある観光地

づくりに寄与することから、中

心市街地の活性化に必要な事業

である。 

 

８．４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

（１）略 

（２）①略 

（２）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
中心市街地の活性化を実現する

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

［事業名］ 

市電・市バス運賃クレジッ

トカードタッチ決済事業 

 

［内容］ 

インバウンド需要への対

応と公共交通の利用にお

ける利便性の向上を図る

ため、市電・市バスの普通

運賃に関するクレジット

カードタッチ決済を導入 

 

［位置］ 

中心市街地 

 

［実施時期］ 

R4年度～ 

鹿児島市 

 

中心市街地への来訪者が移動

手段として利用する市電・市バ

スにおいて、普通運賃をクレジ

ットカードタッチ決済で支払う

ことができるようにするととも

に、クレジットカードの特性を

生かし、乗降データ、利用者の

属性データ、乗降前後の消費デ

ータをビッグデータとして分析

し、当該分析結果をオープンデ

ータ化する事業である。 

利便性の向上によって来訪者

の回遊性の向上が図られるとと

もに、民間事業者等がオープン

データを利活用することにより

地域経済の発展が図られ、にぎ

わいあふれるまちづくりに寄与

することから、中心市街地の活

性化に必要な事業である。 

 

［支援措置］ 

デジタル田園

都市国家構想

交付金 

 

［実施時期］ 

R5年度 

 

（３）略 

（４）略 

◇４から８までに掲げる事業及び措置の実施箇所 

 ※図表は別添 

 

９．４から８までに掲げる事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項 

［１］市町村の推進体制の整備等 

（１）鹿児島市における庁内の推進体制について 

 ① 略 

 ② 基本計画推進調整会議及び同幹事会の設置 

   略 

 

 

 

 

 

 

 

８．４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

（１）略 

（２）①略 

（２）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
中心市街地の活性化を実現する

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

［事業名］ 

運賃クレジットカードタ

ッチ決済導入事業 

 

［内容］ 

インバウンド需要への対

応と公共交通の利用にお

ける利便性の向上を図る

ため、市電・市バスの普通

運賃に関するクレジット

カードタッチ決済を導入 

 

［位置］ 

中心市街地 

 

［実施時期］ 

R4年度～ 

鹿児島市 

 

中心市街地への来訪者が移動

手段として利用する市電・市バ

スにおいて、普通運賃をクレジ

ットカードタッチ決済で支払う

ことができるようにするととも

に、クレジットカードの特性を

生かし、乗降データ、利用者の

属性データ、乗降前後の消費デ

ータをビッグデータとして分析

し、当該分析結果をオープンデ

ータ化する事業である。 

利便性の向上によって来訪者

の回遊性の向上が図られるとと

もに、民間事業者等がオープン

データを利活用することにより

地域経済の発展が図られ、にぎ

わいあふれるまちづくりに寄与

することから、中心市街地の活

性化に必要な事業である。 

 

［支援措置］ 

デジタル田園

都市国家構想

交付金 

 

［実施時期］ 

R5年度 

 

（３）略 

（４）略 

◇４から８までに掲げる事業及び措置の実施箇所 

 ※図表は別添 

 

９．４から８までに掲げる事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項 

［１］市町村の推進体制の整備等 

（１）鹿児島市における庁内の推進体制について 

 ① 略 

 ② 基本計画推進調整会議及び同幹事会の設置 

   略 
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 １）鹿児島市中心市街地活性化基本計画推進調整会議 

   庁内の関係局長クラス等で構成し、会長、副会長、委員等は、以下のとおりである。 

令和 6 年 6 月現在 

会 長 鹿児島市副市長（総務局等担当） 

副会長 鹿児島市副市長（建設局等担当） 

委 員 総務局長、企画財政局長、危機管理局長、市民局長、環境局長、健康福祉局長、

こども未来局長、産業局長、観光交流局長、建設局長、消防局長、市立病院事

務局長、交通局長、水道局長、船舶局長、教育委員会事務局管理部長 

事務局 産業局産業振興部産業政策課中心市街地活性化推進室 

 ２）鹿児島市中心市街地活性化基本計画推進調整会議幹事会 

   庁内の関係課長で構成し、座長、副座長、幹事等は、以下のとおりである。 

令和 6 年 6 月現在 

座 長 産業局産業振興部長 

副座長 建設局都市計画部長 

幹 事 国際交流課長、政策企画課長、政策推進課長、交通政策課長、財政課長、管財

課長、安心安全課長、地域づくり推進課長、文化振興課長、環境政策課長、地

域福祉課長、こども政策課、産業創出課長、産業支援課長、観光戦略推進課長、

観光振興課長、スポーツ交流担当課長、公園緑化課長、都市計画課長、都市景

観課長、市街地まちづくり推進課長、建築指導課長、道路建設課長、消防局総

務課長、市立病院事務局総務課長、電車事業課長、バス事業課長、水道局総務

部総務課長、船舶局総務課長、船舶局営業課長、図書館副館長 

事務局 産業局産業振興部産業政策課中心市街地活性化推進室 

 ③ 略 

［２］中心市街地活性化協議会に関する事項 

（１）略 

（２）協議会の構成員及び開催状況 

① 協議会の構成員 

令和 6 年 6 月現在 

役職 団体名 中活法 役職 氏名 

会長 鹿児島商工会議所 
第 15 条第 1 項第 2 号 

（商工会議所） 
副会頭 前田 俊広 

副会長 
㈱まちづくり鹿児島 

（鹿児島商工会議所） 

第 15 条第 1 項第 1 号 

（まちづくり会社） 

代表取締役社長 

（会頭） 
岩崎 芳太郎 

監事 （公社）鹿児島青年会議所 第 15 条第 4 項 理事長 伊地知 弘幸 

監事 天文館連絡協議会 第 15 条第 4 項 会長 牧野田 栄一 

委員 鹿児島商工会議所 
第 15 条第 1 項第 2 号 

（商工会議所） 
副会頭 津曲 貞利 

委員 鹿児島商工会議所 
第 15 条第 1 項第 2 号 

（商工会議所） 
副会頭 川畑 孝則 

委員 鹿児島商工会議所 
第 15 条第 1 項第 2 号 

（商工会議所） 
副会頭 犬伏 和章 

委員 鹿児島商工会議所 
第 15 条第 1 項第 2 号 

（商工会議所） 
専務理事 山下 春洋 

委員 (一社)鹿児島市商店街連盟 第 15 条第 4 項 会長 有馬 勝正 

委員 
天文館商店街振興組合連合

会 
第 15 条第 4 項 代表理事 平岡 正信 

委員 一番街商店街振興組合 第 15 条第 4 項 理事長 長岡 洋一 

 １）鹿児島市中心市街地活性化基本計画推進調整会議 

   庁内の関係局長クラス等で構成し、会長、副会長、委員等は、以下のとおりである。 

令和 6 年 2 月現在 

会 長 鹿児島市副市長（総務局等担当） 

副会長 鹿児島市副市長（建設局等担当） 

委 員 総務局長、企画財政局長、危機管理局長、市民局長、環境局長、健康福祉局長、

こども未来局長、産業局長、観光交流局長、建設局長、消防局長、市立病院事

務局長、交通局長、水道局長、船舶局長、教育委員会事務局管理部長 

事務局 産業局産業振興部産業政策課中心市街地活性化推進室 

 ２）鹿児島市中心市街地活性化基本計画推進調整会議幹事会 

   庁内の関係課長で構成し、座長、副座長、幹事等は、以下のとおりである。 

令和 6 年 2 月現在 

座 長 産業局産業振興部長 

副座長 建設局都市計画部長 

幹 事 国際交流課長、政策企画課長、政策推進課長、交通政策課長、財政課長、管財

課長、安心安全課長、地域づくり推進課長、文化振興課長、環境政策課長、地

域福祉課長、こども政策課、産業創出課長、産業支援課長、観光プロモーショ

ン課長、観光振興課長、スポーツ交流担当課長、公園緑化課長、都市計画課長、

都市景観課長、市街地まちづくり推進課長、建築指導課長、道路建設課長、消

防局総務課長、市立病院事務局総務課長、電車事業課長、バス事業課長、水道

局総務部総務課長、船舶局総務課長、船舶局営業課長、図書館副館長 

事務局 産業局産業振興部産業政策課中心市街地活性化推進室 

 ③ 略 

［２］中心市街地活性化協議会に関する事項 

（１）略 

（２）協議会の構成員及び開催状況 

① 協議会の構成員 

 令和 6 年 2 月現在 

役職 団体名 中活法 役職 氏名 

会長 鹿児島商工会議所 
第 15 条第 1 項第 2 号 

（商工会議所） 
副会頭 前田 俊広 

副会長 
㈱まちづくり鹿児島 

（鹿児島商工会議所） 

第 15 条第 1 項第 1 号 

（まちづくり会社） 

代表取締役社長 

（会頭） 
岩崎 芳太郎 

監事 （公社）鹿児島青年会議所 第 15 条第 4 項 理事長 伊地知 弘幸 

監事 天文館連絡協議会 第 15 条第 4 項 会長 牧野田 栄一 

委員 鹿児島商工会議所 
第 15 条第 1 項第 2 号 

（商工会議所） 
副会頭 渕本 逸雄 

委員 鹿児島商工会議所 
第 15 条第 1 項第 2 号 

（商工会議所） 
副会頭 川畑 孝則 

委員 鹿児島商工会議所 
第 15 条第 1 項第 2 号 

（商工会議所） 
副会頭 犬伏 和章 

委員 鹿児島商工会議所 
第 15 条第 1 項第 2 号 

（商工会議所） 
専務理事 山下 春洋 

委員 (一社)鹿児島市商店街連盟 第 15 条第 4 項 会長 有馬 勝正 

委員 
天文館商店街振興組合連合

会 
第 15 条第 4 項 代表理事 平岡 正信 

委員 一番街商店街振興組合 第 15 条第 4 項 理事長 長岡 洋一 
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委員 易居町本通り会 第 15 条第 4 項 会長 岩元 修一 

委員 岩崎産業㈱ 第 15 条第 4 項 取締役副社長 笹田 隆司 

委員 ㈱山形屋 第 15 条第 4 項 代表取締役社長 岩元 修士 

委員 ㈱丸屋本社 第 15 条第 4 項 代表取締役社長 柳田 洋 

委員 ㈱千日 1・4 開発 第 15 条第 4 項 参事 井上 謙二 

委員 ㈱JR 鹿児島シティ 第 15 条第 4 項 代表取締役社長 山崎 慎介 

委員 中央駅振興会 第 15 条第 4 項 会長 津曲 貞利 

委員 We Love 天文館協議会 第 15 条第 4 項 会長 牧野 繁 

委員 
いわさきコーポレーション

㈱ 
第 15 条第 4 項 取締役副社長 西村 将男 

委員 南国交通㈱ 第 15 条第 4 項 常務取締役 山田 誠 

委員 鹿児島市交通局 第 15 条第 4 項 局長 枝元 昌一郎 

委員 鹿児島市産業局 第 15 条第 4 項 局長 新小田 洋子 

委員 鹿児島市観光交流局 第 15 条第 4 項 局長 中 豊司 

委員 鹿児島市建設局 第 15 条第 4 項 局長 日髙 謙次郎 

委員 鹿児島市企画財政局 第 15 条第 4 項 局長 古河 春美 

委員 鹿児島国道事務所 第 15 条第 7 項 所長 竹下 卓宏 

委員 鹿児島港湾・空港整備事務所 第 15 条第 7 項 所長 三好 一喜 

委員 鹿児島県商工労働水産部 第 15 条第 7 項 部長 北村 貴志 

委員 鹿児島県総合政策部 第 15 条第 7 項 部長 長島 和広 

委員 鹿児島大学 第 15 条第 8 項 名誉教授 前田 芳實 

委員 鹿児島大学法文学部 第 15 条第 8 項 教授 石塚 孔信 

委員 
鹿児島大学 南九州・南西諸

島域イノベーションセンタ

ー 

第 15 条第 8 項 准教授 中武 貞文 

委員 
日本政策投資銀行南九州支

店 
第 15 条第 8 項 支店長 国松 真也 

オブザーバー 鹿児島県警察本部 第 15 条第 7 項 交通部長 岩城 孝志 

オブザーバー 中小企業基盤整備機構 第 15 条第 7 項 まちづくり推進室長 林 伸次 

 ② 協議会の開催状況（平成 29年度以降） 

 ○平成 29年度～○令和４年度 略 

○令和５年度 

回数 開催日 議題等 

第１回 令和 5年 5月 9日 ・会長の選任 

・副会長・監事の選任 

・令和 4 年度の取組等に対する鹿児島市中心市街地活性化協議会の

意見（案） 

・第３期鹿児島市中心市街地活性化基本計画第７回変更（案） 

・第４期鹿児島市中心市街地活性化基本計画の策定について 

第２回 令和 5年 7月 3日 ・令和 4年度事業報告・決算（案） 

・令和 5年度事業計画（案）・予算（案） 

・第４期鹿児島市中心市街地活性化基本計画の概要案(骨子案) 

第３回 令和 5年 10月 23日 ・第４期鹿児島市中心市街地活性化基本計画素案（案） 

第４回 令和 6年 2月 21日 ・第４期鹿児島市中心市街地活性化基本計画（案）（報告事項） 

・第４期鹿児島市中心市街地活性化基本計画（案）に対する協議会

の意見書（案） 

委員 易居町本通り会 第 15 条第 4 項 会長 岩元 修一 

委員 岩崎産業㈱ 第 15 条第 4 項 取締役副社長 笹田 隆司 

委員 ㈱山形屋 第 15 条第 4 項 代表取締役社長 岩元 修士 

委員 ㈱丸屋本社 第 15 条第 4 項 代表取締役社長 柳田 洋 

委員 ㈱千日 1・4 開発 第 15 条第 4 項 参事 井上 謙二 

委員 ㈱JR 鹿児島シティ 第 15 条第 4 項 代表取締役社長 盛澤 篤司 

委員 中央駅振興会 第 15 条第 4 項 会長 津曲 貞利 

委員 We Love 天文館協議会 第 15 条第 4 項 会長 牧野 繁 

委員 
いわさきコーポレーション

㈱ 
第 15 条第 4 項 取締役副社長 西村 将男 

委員 南国交通㈱ 第 15 条第 4 項 取締役自動車事業部部長 山田 誠 

委員 鹿児島市交通局 第 15 条第 4 項 局長 白石 貴雄 

委員 鹿児島市産業局 第 15 条第 4 項 局長 中馬 秀文 

委員 鹿児島市観光交流局 第 15 条第 4 項 局長 中 豊司 

委員 鹿児島市建設局 第 15 条第 4 項 局長 阿部 洋己 

委員 鹿児島市企画財政局 第 15 条第 4 項 局長 古河 春美 

委員 鹿児島国道事務所 第 15 条第 7 項 所長 竹下 卓宏 

委員 鹿児島港湾・空港整備事務所 第 15 条第 7 項 所長 三好 一喜 

委員 鹿児島県商工労働水産部 第 15 条第 7 項 部長 平林 孝之 

委員 鹿児島県総合政策部 第 15 条第 7 項 部長 前田 洋一 

委員 鹿児島大学 第 15 条第 8 項 名誉教授 前田 芳實 

委員 鹿児島大学法文学部 第 15 条第 8 項 教授 石塚 孔信 

委員 
鹿児島大学 南九州・南西諸

島域イノベーションセンタ

ー 

第 15 条第 8 項 准教授 中武 貞文 

委員 
日本政策投資銀行南九州支

店 
第 15 条第 8 項 支店長 森 正則 

オブザーバー 鹿児島県警察本部 第 15 条第 7 項 交通部長 中野 誠 

オブザーバー 中小企業基盤整備機構 第 15 条第 7 項 まちづくり推進室長 林 伸次 

② 協議会の開催状況（平成 29年度以降） 

 ○平成 29年度～○令和４年度 略 

○令和５年度 

回数 開催日 議題等 

第１回 令和 5年 5月 9日 ・会長の選任 

・副会長・監事の選任 

・令和 4 年度の取組等に対する鹿児島市中心市街地活性化協議会の

意見（案） 

・第３期鹿児島市中心市街地活性化基本計画第７回変更（案） 

・第４期鹿児島市中心市街地活性化基本計画の策定について 

第２回 令和 5年 7月 3日 ・令和 4年度事業報告・決算（案） 

・令和 5年度事業計画（案）・予算（案） 

・第４期鹿児島市中心市街地活性化基本計画の概要案(骨子案) 

第３回 令和 5年 10月 23日 ・第４期鹿児島市中心市街地活性化基本計画素案（案） 

第４回 令和 6年 2月 21日 ・第４期鹿児島市中心市街地活性化基本計画（案）（報告事項） 

・第４期鹿児島市中心市街地活性化基本計画（案）に対する協議会

の意見書（案） 
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 ○令和６年度 

回数 開催日 議題等 

第 1回 令和 6年 7月 9日 ・令和 5年度事業報告・決算（案） 

・令和 6年度事業計画（案）・予算（案） 

・第４期鹿児島市中心市街地活性化基本計画第１回変更（案） 

（３）～（４）略 

［３］略 

 

１０．～１１．略  

 

 

 

 新規追加 

 

 

 

 

（３）～（４）略 

［３］略 

 

１０．～１１．略   

 

 



８章 ４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項 

 

◇４から８までに掲げる事業及び措置の実施箇所 

 

変更後 



８章 ４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項 

 

◇４から８までに掲げる事業及び措置の実施箇所 

 

変更前 


